
 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、三豊干拓土地改良区から役員の 

退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和７年６月20日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 合田 幸夫   観音寺市大野原町花稲567番地103      令和７年５月31日 

  〃   大西 文雄   観音寺市柞田町甲2185番地          〃 

  〃   細川 耕一   観音寺市大野原町花稲28番地１        〃 

  〃   石川  拓   観音寺市茂木町四丁目４番15号        〃 

  〃   米谷 勝博   観音寺市大野原町花稲727番地        〃 

  〃   大久保 義文  観音寺市三本松町三丁目７番６号       〃 

  〃   久保 政廣   観音寺市柞田町乙2134番地          〃 

  〃   井下 晶夫   観音寺市柞田町乙2708番地          〃 

  〃   美藤 年宏   観音寺市柞田町乙1227番地          〃 

  〃   井下 幸夫   観音寺市大野原町花稲775番地        〃 

  〃   池田  正   観音寺市大野原町大野原2508番地２      〃 

  監 事 清水 康司   観音寺市坂本町六丁目５番28号        〃 

  〃   加地  格   観音寺市大野原町大野原5020番地２      〃 

  〃   高橋 正博   観音寺市柞田町乙951番地          〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 久保  均   観音寺市柞田町乙2163番地          令和７年６月１日 

  〃   生田 博正   観音寺市観音寺町甲2547番地         〃 

  〃   松尾 純一   観音寺市柞田町乙1326番地          〃 

  〃   井上 弘光   観音寺市柞田町乙374番地          〃 

  〃   大西 登茂   観音寺市柞田町甲1974番地           〃 

  〃   石川  拓   観音寺市茂木町四丁目４番15号        〃 

  〃   石川 慎一   観音寺市大野原町花稲308番地１       〃 

  〃   石川 勝彦   観音寺市大野原町花稲427番地１       〃 

  〃   細川 耕一   観音寺市大野原町花稲28番地１        〃 

  〃   合田 孝志    観音寺市大野原町花稲923番地２       〃 

  〃   熊谷 修明   観音寺市大野原町大野原5159番地       〃 

  監 事 岡田 直起   観音寺市柞田町乙398番地２         〃 

  〃   米谷 進吾   観音寺市大野原町花稲363番地２       〃 

〃   高橋 正博   観音寺市柞田町乙95 1番地          〃 

 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 


